
前
線
で
直
接
住
民
と
接
し
対
応
し
て

行
く
の
は
自
治
体
の
役
目
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
災
害
時
に
は
情
報
が
錯

綜
し
た
り
、
必
要
な
情
報
が
必
要
な

と
こ
ろ
に
届
か
な
か
っ
た
り
と
い
っ

た
混
乱
に
よ
り
、
自
治
体
の
活
動
は

住
民
の
適
切
な
行
動
の
助
け
と
な
っ

て
い
な
い
事
例
も
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
的
確
・
迅
速
な
意

思
決
定
と
行
動
を
起
こ
し
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
防
災
訓
練
を
行

っ
て
お
く
こ
と
が
、
災
害
時
の
被
害

の
程
度
、
避
難
行
動
や
救
助
活
動
の

実
効
性
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る

と
考
え
ま
す
。

　

学
校
教
育
に
お
け
る
防
災
教
育

槻
川
小
学
校
お
よ
び
東
秩
父
中
学
校

に
お
け
る
、
防
災
教
育
の
取
組
状
況

に
つ
い
て

答
弁　

槻
川
小
学
校
に
お
け
る
防
災

教
育
の
取
組
状
況
に
つ
い
て
は
、
年

３
回
の
避
難
訓
練
（
学
期
毎
に
１
回

実
施
）
を
計
画
実
施
し
、
避
難
に
つ

い
て
の
基
本
的
行
動
の
徹
底
と
避
難

場
所
と
避
難
経
路
を
確
認
す
る
こ
と

を
ね
ら
い
と
し
て
い
ま
す
。
本
年
度

９
月
に
は
、
「
緊
急
時
児
童
引
き
渡

し
訓
練
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

東
秩
父
中
学
校
に
お
け
る
防
災
教

育
の
取
組
状
況
に
つ
い
て
は
、
年
２

回
の
避
難
訓
練
を
実
施
計
画
し
、
９

月
に
は
「
避
難
訓
練
の
意
義
や
避
難

経
路
の
確
認
」
、「
自
他
の
生
命
の
尊

重
と
安
全
を
自
覚
し
た
日
常
生
活
の

習
慣
化
」
を
図
る
ね
ら
い
と
し
て
実

施
し
ま
し
た
。
１
月
に
地
震
・
火
災

を
想
定
し
た
第
２
回
避
難
訓
練
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
内
容
は
「
集
団
行

動
の
き
ま
り
や
秩
序
維
持
の
大
切
さ

を
理
解
す
る
と
と
も
に
地
震
発
生
時

の
安
全
な
避
難
に
つ
い
て
の
行
動
様

式
を
体
得
し
、
災
害
発
生
時
に
お
け

る
実
践
力
を
養
う
」
、
「
自
他
の
生

命
の
尊
重
と
安
全
を
自
覚
し
た
日
常

生
活
の
習
慣
化
を
図
る
」
、「

避
難

器
具
（
救
助
袋
）
の
使
い
方
を
熟
知

す
る
こ
と
」
の
３
点
を
ね
ら
い
と
し

て
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　

小
中
学
校
と
も
避
難
訓
練
の
事
前

・
事
後
指
導
を
行
い
、
防
災
教
育
の

展
開
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

地
域
防
災
計
画
の
見
直
し

本
年
度
、
地
域
防
災
計
画
の
見
直
し

を
進
め
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
進
捗

状
況
お
よ
び
策
定
手
順
な
ら
び
に
新

計
画
の
周
知
方
法
に
つ
い
て

答
弁　

地
域
防
災
計
画
の
進
捗
状
況

は
現
在
30
％
程
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
す
。

策
定
手
順
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に

防
災
会
議
を
開
催
し
、
地
域
防
災
計

画
改
訂
事
項
の
確
認
を
行
い
ま
す
。

そ
の
後
、
県
と
改
訂
素
案
に
つ
い
て

事
前
協
議
等
を
行
い
、
県
の
回
答
後
、

素
案
を
修
正
し
、
再
度
県
と
協
議
い

た
し
ま
す
。
協
議
終
了
後
防
災
会
議

を
開
催
し
、
改
訂
案
の
承
認
を
い
た

だ
き
、
計
画
が
完
成
し
ま
す
。
完
成

時
期
は
平
成
26
年
度
末
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
新
防
災
計
画
の
周
知
に
つ

い
て
は
、
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
な
お
、

全
世
帯
に
設
置
す
る
予
定
の
タ
ブ
レ

ッ
ト
型
端
末
に
は
、
避
難
所
一
覧
表

を
掲
載
す
る
予
定
で
す
。

質
問　

観
光
振
興
に
係
る
提
案
に
つ

い
て

（
内
容
）
近
年
、
本
村
の
観
光
客
が

減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
１
年

余
り
の
間
に
、
近
隣
の
小
川
町
、
と

き
が
わ
町
で
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
（
貸

自
転
車
）
事
業
が
相
次
い
で
始
ま
り

ま
し
た
。
私
た
ち
の
村
で
も
取
り
組

む
べ
き
と
考
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

｢

東
秩
父
村
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
事
業
」

の
提
案
に
つ
い
て

答
弁　

本
村
に
人
を
呼
ぶ
た
め
に
は

村
の
拠
点
で
あ
る
和
紙
の
里
や
村
の

自
然
、
緑
と
清
流
・
四
季
折
々
の
花

の
名
所
な
ど
や
、
果
樹
の
も
ぎ
取
り

体
験
、
ま
た
、
歴
史
や
伝
統
文
化
の

散
策
等
東
秩
父
村
な
ら
で
は
の
観
光

資
源
の
活
用
、
ま
だ
地
域
で
埋
も
れ

て
い
る
よ
う
な
観
光
資
源
を
再
発
見

し
外
部
に
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
で
入
込
客

の
拡
大
を
図
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
観
光
資
源
を
散

策
す
る
に
は
電
動
式
自
転
車
を
利
用

す
る
こ
と
で
、
ゆ
っ
く
り
と
東
秩
父

村
の
自
然
を
満
喫
し
て
頂
け
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

村
の
第
５
次
総
合
振
興
計
画
に
も

入
込
客
の
拡
大
、
滞
在
時
間
の
延
長

を
め
ざ
し
、
「
和
紙
の
里
」
を
拠
点

と
し
た
観
光
ル
ー
ト
を
設
定
す
る
と

と
も
に
、
近
隣
自
治
体
の
観
光
資
源

を
組
み
入
れ
た
村
内
お
よ
び
広
域
観

光
ル
ー
ト
を
構
築
す
る
予
定
で
す
。

　

村
で
も
和
紙
の
里
を
拠
点
と
し
た

レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
事
業
の
設
立
、
村

内
の
観
光
ル
ー
ト
の
設
定
や
電
動
式

自
転
車
の
選
定
、
管
理
運
営
規
程
等

平
成
26
年
度
事
業
で
実
施
で
き
る
よ

う
検
討
し
ま
す
。

福
島 

重
次
議
員

質
問　

一
般
廃
棄
物
処
理
対
策
に
つ

い
て

（
内
容
）
小
川
地
区
衛
生
組
合
の
可

燃
物
処
理
施
設
の
老
朽
化
に
伴
い
、

新
た
な
可
燃
物
処
理
組
合
を
作
ろ
う

と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
進
捗
状
況
等

に
つ
い
て

　

新
組
合
設
立
の
目
的
お
よ
び
ゴ
ミ

の
種
別
に
つ
い
て

答
弁　

小
川
地
区
衛
生
組
合
の
ご
み

焼
却
場
は
、
昭
和
51
年
に
稼
働
開
始

以
来
35
年
以
上
経
過
し
、
す
で
に
施

設
の
更
新
時
期
を
過
ぎ
て
い
ま
す
。

こ
こ
数
年
は
大
規
模
修
繕
を
実
施
し
、

施
設
の
延
命
措
置
を
図
っ
て
い
る
状

況
で
す
。
同
時
に
埼
玉
中
部
環
境
セ

ン
タ
ー
、
東
松
山
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ

ー
、
桶
川
市
環
境
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

て
も
同
様
に
稼
働
年
数
が
長
く
な
り

施
設
の
更
新
時
期
を
む
か
え
て
い
る

こ
と
か
ら
、
８
市
町
村
で
新
た
に
施

設
を
建
設
し
共
同
で
ご
み
処
理
を
行

っ
て
い
く
た
め
に
、
平
成
25
年
３
月

に
埼
玉
中
部
広
域
清
掃
協
議
会
が
設

立
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
新
施
設
で
処
理
す
る
ご
み

の
種
別
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
は

未
検
討
で
す
。

　

新
組
合
設
立
の
現
時
点
の
決
定
事

項
と
課
題
に
つ
い
て

答
弁　

埼
玉
中
部
広
域
清
掃
協
議
会

は
、
平
成
25
年
３
月
26
日
に
設
立
し
、

会
長
は
吉
見
町
長
、
副
会
長
は
東
松

山
市
長
お
よ
び
桶
川
市
長
で
、
事
務

局
を
吉
見
町
役
場
内
に
設
置
し
ま
し

た
。
10
月
末
現
在
に
お
け
る
協
議
会

で
の
決
定
事
項
は
、
平
成
27
年
度
を

目
途
に
一
部
事
務
組
合
を
設
立
す
る

ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
ご
み
処
理

基
本
計
画
、
ご
み
処
理
基
本
計
画
に

お
け
る
中
間
処
理
計
画
な
ら
び
に
施

設
整
備
構
想
の
策
定
を
委
託
す
る
業

者
、
協
議
会
参
与
に
２
名
の
選
任
、

建
設
検
討
委
員
会
の
委
員
構
成
お
よ

び
部
会
と
し
て
地
元
連
絡
会
議
の
設

置
、
情
報
公
開
請
求
時
の
写
し
の
手

数
料
、
平
成
26
年
度
予
算
な
ら
び
に
事

業
計
画
等
が
決
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

課
題
に
つ
い
て
は
、
協
議
会
全
体

と
し
て
は
処
理
す
べ
き
ご
み
の
種
類

の
確
定
、
処
理
施
設
の
建
設
場
所
お

よ
び
焼
却
方
式
の
決
定
、
施
設
の
周

辺
整
備
計
画
等
の
決
定
が
あ
り
ま
す
。

小
川
地
区
衛
生
組
合
構
成
町
村
と
し

て
は
、
収
集
運
搬
距
離
が
長
く
な
り
、


